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　鳥居清長は江戸時代の浮世絵師。鈴木春信
と喜多川歌麿にはさまれた天明期を中心に活
躍し、後の写楽・北斎・広重と並び六大浮世
絵師の一人で、世界的にも高く評価されてい
る。作品は現在でも桜の名所として有名な飛
鳥山を題材にしたもの。飛鳥山は八代将軍徳
川吉宗が桜の木を植え、一般の人びとに行楽
の地として開放したことで、桜の名所となっ
た。遠近法を巧みに利用し桜の名所の雰囲気
を壊すことなく、人物の存在感を高めている。
（錦絵３枚組中央）

「飛鳥山花見」
作者：鳥居清長

今号の表紙
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理事会を開催

関係省へ要望活動を実施

厚生労働省で名倉水道課長（右から２人目）に要望書を手渡す
北尾会長（右から１人目）

環境省の土居健太郎・
水・大気環境局長（右）

国土交通省の松原誠・下水道部長（左）

志賀町・配水管の損傷（提供：横浜市水道局）

総務省の末永洋之・公営企業課長（左）

経済産業省の吉田健一郎・
地域経済産業政策統括調整官（右）

　
※所属・役職は当時

「水道（上・工・下）産業界の要望」
を伝える
　３月８日、厚生労働省、環境省、総務省、
国土交通省、経済産業省に対し、2025年度
政府予算について要望活動を実施。防災・減
災、国土強靭化の推進や、事業の基盤強化の
ための技術及び財政支援の強化、DX推進・
GX推進・新技術活用の推進、ハード・ソフト
一体的な水道水質管理対策の推進などを求め
た。

　３月８日、要望活動前に第176回理事会を開
催し、2024年度の事業計画と予算について審議
した。

令和６年能登半島地震報告（本文４頁）

ト ピ ッ ク ス
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を支えた施設を訪ねて水シリーズ
（本文20頁）

福井市水道記念館（旧足羽揚水ポンプ場）

2

令和６年度事業計画（案）などについて審議 令和６年度予算（案）について審議 神戸水道展などについて話し合った

第69回企画委員会 （２月13日） 第81回予算委員会 （２月20日） 第175回広報宣伝委員会（３月11日）

就任報告のため、当連合会を訪問した

News Flash
史上最強の水の天使

2024ミス日本「水の天使」決定

　１月22日、第56回ミス日本コンテスト2024が開催
され、2024ミス日本『水の天使』に横浜市出身の安井
南さんが選ばれた。
　２月13日には協賛団体の１つである当連合会を表敬
訪問し、宮﨑専務理事に就任を報告した。剣道をはじめ
とした武道の心得があるとのことで「“史上最強” の水
の天使として頑張ります」と意気込みを語った。

各種委員会を開催

第49回関東全水道人囲碁大会

講演会・研修会等の実施状況と今後の計
画などについて話し合った

ISO／TC224の活動状況と第９回IWA-
ASPIRE会議・展示会の報告などを実施

第15回情報技術委員会（３月13日） 第93回海外委員会 （３月15日）

　３月２日、日本棋院において第49回関東全水道人
囲碁大会を開催した。当日は32名の参加があり、A、
Bブロックに分かれて熱戦が繰り広げられた。
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明るい未来の水道へ

　日本水道工業団体連合会の皆様におかれましては、平素より、水道界の発展にご尽力
いただいておりますこと、また、本協会事業に並々ならぬご協力をいただいております
こと、心より御礼申し上げます。
　また、本年元旦に発生した令和６年能登半島地震により、尊い命を失われた方々のご
冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
　この度の地震では、導・送・配水管や浄水場などの基幹施設が甚大な被害を受けるとと
もに、土砂災害による道路の寸断、半島という地理的課題、人員が限られるといった中小
規模水道事業体の抱える課題の顕在化など、様々な要因により断水が長期化しました。
　こうした中、貴連合会の皆様には、応急復旧資材の供給や技術員の派遣など、一刻も
早い水道の復旧に向けご尽力いただいたことに心から敬意を表します。
　現在、発災から４か月が経過し、応急復旧が完了した地域では、順次本復旧・復興と
いうフェーズへ移行して参りましたが、本協会としても引き続き震災からの早期復旧・
復興を実現するため、貴連合会をはじめ水道界一丸となって全力で支援して参りたいと
存じます。
　一方、日本の水道は、独立採算制のもとで事業運営されており、その主な財源は水道
料金によって賄われていることから、“水道”は国民の貴重な財産です。
　この重要インフラである水道を、将来世代にしっかり引き継いでいくためには、水道
関係者の努力はもちろんのこと、ステークホルダーである国民や首長、議会のご理解と
ご協力が不可欠です。
　そのため、水道界の“外”に向けた広報をより一層推進し、少しでも水道への理解の裾
野を広げることが諸課題の解決につながるものと考えています。こうした考えから、本
協会では、情報発信スキルアップセミナーを開催するなど、水道界全体における情報の
受発信力強化に取り組んでおります。
　ぜひ、貴連合会の皆様におかれましても、より積極的な広報活動などを通じ、明るい
未来の水道に向けた取組にご協力いただきますようお願い申し上げます。
　結びに、本協会では、貴連合会をはじめ関係の皆様との更なる連携の中、事業を着実
に進め、水道の将来にわたる発展に寄与して参りたいと考えております。
　引き続き、本協会事業へのご協力をお願い申し上げます。

公益社団法人日本水道協会
理事長　青木　秀幸
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水団連　第159号 トピックス①

令和６年能登半島地震報告①

１．はじめに
　公益社団法人日本水道協会では、地震等緊
急時に会員相互で行われる応急給水、応急復
旧等の応援活動を迅速かつ円滑に実施し、被
災地における給水を早期に確保することを目
的として、「地震等緊急時対応の手引き（以下、
「手引き」という）」を策定しています。
　本年１月１日に発生した令和６年能登半島
地震においても、この手引きに基づき応援活
動が行われています。
　なお、本報告は、３月22日時点の情報に基
づき作成しています。

２．水道施設の被害状況
　最大震度７（M7.6）を観測した本地震は、
阪神・淡路大震災や熊本地震と比較すると約
６～８倍のエネルギー規模があり、導・送・
配水管や浄水場などの水道基幹施設が甚大な
被害を受けました。
　この施設被害や道路損壊などの影響によ

公益社団法人　日本水道協会

珠洲市・宝立浄水場取水口（提供：水道産業新聞社）

珠洲市・宝立浄水場導水管ルート（提供：水道産業新聞社）

「地震等緊急時対応の手引き」
http://www.jwwa.or.jp/info/jishin_kunren_04.html

（断水戸数　※3/22現在）
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り、最大断水戸数は約137,000戸となり、断
水は発災から約１週間後に５割程度、約１か
月半後に８割程度が解消されました。
　しかしながら、特に被害の大きかった能登北
部６市町（珠洲市、七尾市、輪島市、穴水町、
志賀町、能登町）では、発災後約３週間が経
過した後も断水解消は２割程度となっています。

３．応援体制
（1）日本水道協会救援本部等
　１月１日18時10分に日本水道協会救援本部
を設置し、被災情報の集約や応援の要否の確
認、応援派遣の調整や各関係者との連絡調整
などを実施しました。
（2）先遣調査隊等
　１月１日、中部地方支部では、石川県支部
（金沢市）へ現地の被害状況を収集・把握し
関係者間の情報共有を図るため、先遣調査隊

を派遣しました。
　また、１月３日には救援本部から富山県支
部へ先遣調査隊を派遣し、応援の要否につい
て、被災事業体と調整を行いました。
　加えて、１月５日には救援本部から石川県
支部へ調整隊を派遣し、「応援隊隊長会議等
による応援事業体間の情報共有」の場や、「政
府リエゾン等との連絡窓口」として現地本部
を設置し、３月29日まで活動しました。現地
本部は応援地方支部（中部、関東、関西）に
おける総合調整拠点としても機能しました。
（3）能登北部の応援体制
　特に被害の大きい能登北部６市町に対して
は、３地方支部（中部、関東、関西）が中心
となり、他の地方支部と連携の下、地域毎に
応急給水から応急復旧までをパッケージで支
援することとし、その他の被災事業体につい
ては、応急給水を中心に中部地方支部が支援
することとしました。
　こうした体制の中、本協会７地方支部の応
援により、応急給水についてはピーク時92台
／日、応急復旧についてはピーク時632名／
日が全国の会員水道事業体等から派遣され、
水道界一丸となった支援活動が実施されてい
ます。

志賀町・配水管の損傷（提供：横浜市水道局）

七尾市・岩屋浄水場内の配管損傷（提供：名古屋市上下水道局）

地域別パッケージ支援
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（4）令和６年度以降の応援体制
　応急復旧による断水解消に伴い、手引きに
基づく応急給水・応急復旧体制は順次解消さ
れ、本復旧・復興のフェーズに移行していく
こととなります。
　また本復旧・復興においては、地方自治法
に基づく中長期職員派遣やコンサルタント企
業を活用していくこととなります。
　中長期職員派遣については、本協会におい
てもすべての正会員に対して被災事業体の要
望を伝え、募集を行っています。
　また、コンサルタント企業については、本
協会と公益社団法人全国上下水道コンサルタ
ント協会（以下、「水コン協」という）との
間で締結した「災害時における水道コンサル
タントの情報提供に関する協定」を活用して
います。
　この協定は本年２月14日に、近年頻発する
自然災害への対応に加え、４月より水道が公
共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に位置
づけられるため、早期の施設復旧と円滑な災
害査定の実施等を目的に締結しました。
　この度の地震では、被災事業体からの依頼
に応じて水コン協で対応可能企業のリストを
作成いただき、そのリストを被災事業体に提
供することで、円滑に被災事業体とコンサル
タント企業で被害状況調査や災害査定用資料
の作成などを進めていただいています。
　なお、日本水道協会救援本部については、
当面の間継続とし、「各支部・国・関係団体
等との連絡調整」などを実施していくものの、
現地本部機能については救援本部に集約する
こととしました。

４．要望活動
　日々状況が変化する災害現場において、そ
の状況に応じて、国に対して要望活動を行い
ました。

七尾市・応急給水活動（提供：札幌市水道局）

輪島市・応急復旧（提供：東京都水道局）

派遣 派遣

派遣 派遣

応急給水車の派遣状況（３月22日時点）

応急復旧人員の派遣状況（３月22日時点）
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（1）厚生労働大臣との電話会談
１月９日�　武見厚生労働大臣と電話会談を行

い、大臣から、これまでの日本水道
協会による給水車支援や水道施設復
旧に向けた支援に対するお礼と、引
き続きの支援要請がありました。

　　　　�　この大臣発言を受け本協会理事長
からは、全国の水道事業体が効果的・
効率的な給水支援、早期復旧に総力
を挙げて取り組んでいくとお答えし
ました。また、一刻も早い復旧に向け、
特段の財政支援をお願いしました。

　　　　�　この財政支援については、「厚生
労働省が責任を持って対応する」と
回答をいただきました。

（2）厚生労働省へ緊急要望
１月12日�　一刻も早い給水の確保に向けて、

緊急要望として国に対する支援を取
りまとめ、厚生労働省へ要望を行い
ました。

　　　　①復旧要員に係る宿泊場所の確保
　　　　②�道路復旧用埋戻し材（砂、砂利、

砕石等）の確保
　　　　③�復旧用重機等の保管場所の確保
　　　　④水道施設の復旧に係る道路啓開
　　　　⑤建設副産物の仮置き場の確保
（3）厚生労働大臣と現地応援隊の面会
１月18日�　水道復旧の加速化に向け、主に道

路啓開、宿泊場所の確保を要請し、
大臣より厚生労働省として早急に対
応する旨の回答をいただきました。

（4）厚生労働省へ緊急要望
２月１日�　被災した水道施設の速やかな復旧

等を図るための財政支援の実現ととも
に、国庫補助申請手続きに柔軟に対応
するよう、強く要望しました。

　　　　①�水道施設の復旧等に係る国庫補助
金の補助率の引き上げ及び漏水調

査・給水装置に係る費用の補助率
の引き上げ

　　　　②�地方財政措置の拡充
　　　　③�国庫補助申請手続きに関する柔軟

な対応
　　　　④�水道行政移管に際し、本件の対応

部署を明確にするなどの円滑な対
応措置を講じること

５．広報活動
　今回の震災で、普段何気なく使われている
水道の重要性が、改めて広く国民の皆さまに
認識されました。本協会では、水道への理解
をさらに深めていただくため、Ｘなどを活用
し、現地の応急給水・復旧状況を積極的に情
報発信しています。
（1）�日水協の活動の発信（Ｘ及びホームページ）
　救援本部及び現地調整隊の活動内容
　日水協スキームで活動中の応援概要（給水
車台数、復旧作業員数等）
（2）応援事業体の活動の発信（Ｘ）
　応援事業体から写真や動画、エピソードを
募集し、活動内容をポスト
　応援事業体が発信する応援活動のポストの
リポスト
（3）各種報道に関する発信（Ｘ）
　本地震における報道（テレビ・新聞）の情
報をポスト・リポスト

６．おわりに
　一部地域においては、現在も断水が続いて
おり、苦しい生活を余儀なくされています。
　日本水道協会では、今後も被災地の皆さま
に“水道”を一刻も早くお届けするため、会員
水道事業体をはじめ水道関係者と連携し、全
力で取り組んで参ります。
　貴連合会の皆さまにおかれましても、引き続
きのご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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令和６年能登半島地震報告②
一般社団法人日本水道工業団体連合会の
令和６年能登半島地震における主な支援状況

一般社団法人　日本水道工業団体連合会

（令和６年２月時点）
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１．はじめに
　はじめに、この度の令和６年能登半島地震
で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとと
もに、ご遺族の皆様にお悔やみ申し上げます。
また、被災された皆様に心からお見舞い申し
上げます。国土交通省としましても早期復旧
に向けて引き続き全力で取り組んでまいります。
　令和６年４月「生活衛生等関係行政の機能
強化のための関係法律の整備に関する法律」

（令和５年法律第36号）が施行され、水道行
政が厚生労働省から国土交通省及び環境省に
移管されました。昭和32年に上水道を厚生省
に、下水道を建設省に、工業用水道を通産省
に所管させることとした水道行政３分割以
来、67年ぶりの行政機構の転換となります。
本稿では、新しい組織体制や法律・予算制度
の変更点及び能登半島地震における取組等に
ついてご紹介します。

２．組織体制について
（1）組織概要
　国土交通省組織令（平成12年政令第255号）、
国土交通省組織規則（平成13年国土交通省令
第１号）、地方整備局組織規則（平成13年国
土交通省令第21号）、北海道開発局組織規則

（平成13年国土交通省令第22号）、国土技術政
策総合研究所組織規則（平成13年国土交通省
令第79号）が改正され、令和６年４月１日に

施行し、国土交通省の組織体制は図１～４の
通り変更されました。

（2）新組織の特徴
　本省の組織は、下水道部から上下水道審議
官グループとなります。新設された局長級の上
下水道審議官が上下水道行政をリードすること
となります。経営・官民連携については、上下
水道企画課管理企画指導室において、国際展
開・協力については同課上下水道国際室にお
いて上下水道一体で担当します。技術開発に
ついては上下水道技術を担当する官房参事官
が上下水道一体で担当します。また、予算につ
いても官房参事官が上下水道の総括を行いま
す。このように、上下水道一体の相乗効果を発
現させるための体制を整備しております。また、
水道事業に関わる指導監督については水道事
業課において実施することとしております。
　地方整備局等組織については、自治体との
窓口を担う水道係を河川部地域河川課等に配
置し、上下水道調整官の指揮のもと水道法に
基づく届出や補助金に関わる業務を行いま
す。能登半島地震への対応など、既に災害対
応等で地方整備局等が水道行政との関係を構
築しておりますが、平時からコミュニケー
ションをとり、水道行政の機能強化に資する
取組を実施していきたいと考えております。
　国土技術政策総合研究所についても上下水

水道行政の移管について

国土交通省大臣官房参事官（上下水道技術）付
課長補佐（上下水道審議官グループ）

元　水道行政移管準備チーム事務局長※　岩渕　光生
※チームは４月１日の水道行政移管に伴い解散
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図－２　移管前後の本省の組織体制

図－３　移管前後の地方整備局・北海道開発局の組織体制

図－１　本省組織の概要
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道研究部としてスタートします。水道研究室
は水道に関する調査研究を行うこととしてお
り、水道事業の効率化等に資する取組を行っ
ていくこととしております。加えて、能登上
下水道復興支援室を石川県七尾市内に設置
し、能登半島地震からの復興を支援すること
としております。

３．法令・予算等制度の変更点
（1）水道法等の改正
　水道行政のうち、水道に関する水質基準の
策定等の水質または衛生に関する事務につい
ては、厚生労働大臣から環境大臣に移管され
ました。今後は、水道法に関する事務につい
て、両省が連携し対応することとなります。
例えば、水道事業の認可事務については、環
境省の意見聴取を行うこととなり、水質基準
を環境省が新たに定める場合は、国土交通省
の意見聴取を行うこととなります。
　今般、水道事業等における災害対応等の機
能強化を図るため、公共土木施設災害復旧事
業費国庫負担法に基づく国庫負担の対象とな
る施設に水道が追加されました。これにより、
水道についても河川、道路、下水道などと同
率の国庫負担がなされるようになり、また、

激甚災害に対処するための特別の財政援助等
に関する法律に基づく激甚災害の際の特別の
財政援助の対象にもなりました。なお、能登
半島地震における対応では、早期復旧を支援
するため、本法律の補助率を前倒して適用し
ているところです。

（2）令和６年度水道事業予算の概要
　令和６年度予算では、「上下水道一体効率
化・基盤強化推進事業」の創設が認められま
した。施設の老朽化、切迫する大地震への対
応などの課題を抱える上下水道について、そ
の相乗効果を発揮するための上下水道一体で
の効率化・基盤強化の取組を推進していくこ
とが重要であり、その取組を進めるため、官
民連携、新技術の活用等の取組への支援を可
能とする制度となっております。
　また、老朽化や耐震化、経営基盤の強化な
どの課題解決に資する革新的技術の開発・実
装を推進するため、水道事業調査費を拡充し、
水 道 分 野 に お け る 革 新 的 技 術 実 証 事 業

【A-JUMP（Aquatic Judicious & Ultimate 
Model Projects）】を立ち上げ、国が主体と
なった革新的技術の実証等を行うことによ
り、各地方公共団体での導入を促進します。

図－４　移管前後の国土技術政策総合研究所の組織体制
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４．能登半島地震における対応について
（1）国土交通省の支援の概要
　発災直後から、石川県の現地対策本部に職
員を派遣するとともに、各地方整備局から
TEC-FORCEを集結し、関係団体の皆様にも
ご協力いただきながら、総力を挙げて対応に
あたってまいりました。東日本大震災に次い
で、歴代２位となる延べ２万人・日を超える
TEC-FORCEを派遣し（３月１日時点）、24
時間体制の応急対策作業を可能とする照明車
の派遣や照明車を活用した避難所等への電源
供給支援、給水機能付散水車による給水支援
等を実施いたしました。
　また、今回は初めて上下水道を担当する職
員を現地に派遣し、日本水道協会の自治体職
員及び復旧工事にあたる管工事業の皆様に同
行し、復旧作業の弊害となった被災道路の啓

開に向けた調整を行いました。
　現在も被災地で復旧工事にあたる関係各位の
皆様に敬意を表するとともに、国土交通省とし
ましても引き続き復旧支援にあたってまいります。

（2）上下水道地震対策検討委員会
　３月に「上下水道地震対策検討委員会」を
設置しました。委員会では、①上下水道施設
の被害をふまえた今後の地震対策のあり方、
②被災市町の復興に向けた上下水道の整備の
方向性（地域への助言）、③上下水道一体で
の災害対応のあり方について、検討を行うこ
ととしています。
　現地に設置した能登上下水道復興支援室も
含めて、本格的な復興に向け、しっかりと支
援を行ってまいります。

５．最後に
　今般の水道行政移管を受け、「清浄にして
豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生
の向上と生活環境の改善とに寄与すること」
という水道法第一条に掲げる目的を果たし続
けるとともに、上下水道一体で機能強化を
図っていきたいと考えておりますので、皆様
のご理解・ご協力をお願いします。

図－５　上下水道一体効率化・基盤強化推進事業の創設

図－６　給水機能付散水車による給水支援（石川県能登町）
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西谷浄水場の再整備における
歴史的建造物の保存について

横浜市水道局 西谷浄水場再整備推進室 再整備推進課
　島　宏之

　横浜市水道局では「安全で良質な水」、「災
害に強い水道」、「環境にやさしい水道」をめ
ざし、西谷浄水場の再整備（以下、「再整備」
という。）を進めています。その中で、大正
４（1915）年の浄水場創設時に建てられた歴
史的建造物である煉瓦造上屋６棟を保存する
工事を行いました。これらは再整備の計画段
階で、現在の位置では新たに整備する施設の
支障となることが判明したため、これらをど
のように保存するかが課題となりました。煉
瓦造上屋６棟は大正12（1923）年に発生した
関東大震災以前に建てられた希少な煉瓦造建
造物であることや、当時の浄水処理方式を想
起させるものとして価値が認められ、平成９

（1997）年に国の登録有形文化財となってい
ます。保存にあたっては、安定給水の責務が
ある水道事業者として再整備の早期完了をめ
ざす一方で、文化財保護行政を担う地方公共
団体の責務として文化財保護に配慮した整備
内容とする必要がありました。そこで、上屋
は場内の別の場所へ移設して保存する方針と
し、有識者と協議を行いながら設計を進め、
令和６（2024）年３月に工事を完了しました。
　本稿では、歴史的建造物の概要や移設保存
するに至った経緯等について報告します。こ
の取組が、本件のように歴史的建造物を有す
る事業体の参考になれば幸いです。

１　再整備の概要
　再整備では、施設の耐震化や粒状活性炭処
理の導入、処理能力の増強を行うため、浄水
場を全面的に更新します（写真１・図１）。
主な更新対象の浄水処理施設は以下のとおり
です。
　・更新：着水井、急速ろ過池、薬品貯留棟
　・改造：沈澱池
　・新設：粒状活性炭吸着池

写真１　工事着手前の浄水場

図１　再整備後の浄水場完成予想図

粒状活性炭吸着池
急速ろ過池

沈澱池
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　これらは、限られた敷地の中で、既存施設
を稼働させながら、安定給水を確保しつつ工
事を行う必要があり、維持管理動線の確保や
新旧施設の切替えなど、複雑な工程調整等が
求められる難易度が高い工事になります。そ
のため、民間の技術やノウハウの活用が期待
できる設計施工一括（Design Build）方式で
発注し、令和４年４月に大成建設株式会社を
代表企業とする乙型の共同企業体（JV）と
契約しました。契約概要は以下のとおりです。
　工事名： 西谷浄水場再整備事業（浄水処理

施設）に係る整備工事
　契約期間：令和４年４月～令和23年３月
　事業者： 大成・水inɡエンジニアリング・

シンフォニアテクノロジー・NJS 
異業種建設共同企業体

　なお、契約期間は令和23年３月までですが、
事業者からの工程短縮の技術提案により、実
工事は令和14年度に完了する見込みです。

２　歴史的建造物の概要
　場内の歴史的建造物は以下のとおりです。
　・ろ過池整水室上屋（４棟）
　・配水池浄水井上屋
　・配水池配水井上屋
　（以下、まとめて「上屋」という。）
　いずれも大正４（1915）年に完成した横浜
市水道第２回拡張工事で築造された水道施設
に付属するものです（写真２・３）。ろ過池
整水室上屋は緩速ろ過池に付属するもので、
ろ過する水量を調整するバルブを保護するた
めに設けられました。また、配水池浄水井及
び配水井上屋は配水池に付属するもので、配
水池を挟んで両側に位置し、ろ過池整水室上
屋と同様の目的で設けられました。いずれも
ルネサンス様式の外観で英国ビクトリア様式
の影響も見受けられます。横浜市水道局で所

蔵する『横浜市水道第二擴張誌』（大正９年
発行）によると、浄水場に美観を添えるため
にこの様式を採用したと記載されています。
　昭和55（1980）年に完成した横浜市水道第
８回拡張工事で、緩速ろ過から急速ろ過に処
理方式を全面的に変更したことに伴い、緩速
ろ過池は撤去され、上屋も役割を終えました
が、一部を残して庭園風に整備し、今日まで
保存されています。横浜市内の煉瓦造建造物
の多くは関東大震災で失われており、現存す
る施設には、西谷浄水場の他に横浜市開港記
念会館、地蔵王廟、赤レンガ倉庫（１号及び
２号倉庫）、旧横浜居留地48番館、開通合名
会社の煉瓦遺構などがありますが、いずれも
文化財指定されるなど歴史的建造物として評
価されています。また、緩速ろ過池や配水池
に付随していた上屋が一体的に残っている施
設には、末浄水場（石川県金沢市）などがあ
りますが、全国的に希少な事例です。

写真３　昭和40年代の西谷浄水場

緩速ろ過池

配水池

写真２　創建時のろ過池整水室上屋
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３　保存方針
　当初は上屋を原位置で保存する方向で検討
していましたが、再整備の計画を進めていく
中で、新設する施設との干渉が判明したため、
どのように保存するかが課題となりました。
文化財保護法には、地方公共団体として文化
財保護の責務があることが明記されており、
文化財である上屋に影響を及ぼす行為が発生
する場合、その歴史的価値を維持するよう配
慮が求められます。
　この課題に対して、まず上屋が持つ価値や
保存手法を把握するための調査を実施しまし
た。この調査に基づき保存方法を検討し、大
学の先生方や文化庁の担当官等と協議を重
ね、上屋を再整備に影響のない場所へ移設す
る方針で計画を進めることにしました。
　次に移設先の選定です。浄水場の敷地は、

「浄水処理を行う敷地」と「旧水道記念館の
敷地」に分けられます。「浄水処理を行う敷地」
に上屋を移設すると、浄水場の運転維持管理
のためスペースが制限され、将来の施設更新
時に再度移設する必要が生じる可能性があり
ました。また、上屋は浄水場の中央に位置し
ており、市民の目に触れる機会が少ない場所
にありました。一方で、浄水場の南東側に位
置する「旧水道記念館の敷地」は、浄水場の
運転維持管理への影響がなく、横浜水道を学
べる場として一般公開をしていました。なお、
文化財保護法第４条には「文化財の所有者そ
の他の関係者は、（中略）できるだけこれを
公開する等その文化的活用に努めなければな
らない。」とあります。
　これらを踏まえて、有識者や文化庁等との
協議を重ね、移設先は市民に対し公開できる

「旧水道記念館の敷地」としました。設計段
階でも文化庁等と協議し、図２に示す位置に
仮移設し、再整備完了後に同敷地内で原状の

スケールを尊重した位置に再移設する方針と
しました。
　このように一般公開可能な敷地に移設する
ことで、日本の近代水道発祥の地である横浜
市の創設期の水道施設が市民に身近な存在と
なり、水道の歴史や知識への理解を深める
きっかけとして活用することができます。
　一方で実際の施工にあたり、次のような課
題がでました。浄水場を稼働させながら再整
備を行うには、維持管理のための動線確保が
必須です。上屋の移設には、建物を解体せず
にレールを敷いてその上に建物を載せて移動
させる曳家工法が一般的ですが、この工法で
は２ｍ進むのに約１時間かかることが想定さ
れました。そのため、場内の通路を長期間通
行止めにする必要が生じ、日常の維持管理へ
の支障や工事の長期化が懸念されました。
　この課題に対し、専門事業者へのヒアリン
グにおいて、「多軸台車」を用いることで場内
の通路にレールを敷かずに上屋を移動できる
方法があることがわかりました。この多軸台車
は、橋梁を短時間で架設する工事等で用いら
れます。本件の移動距離なら１棟あたり半日程
度で移動でき、維持管理動線への影響を最小
限に抑えられます。この多軸台車を用いた工
法が採用できるか検討を行い、その検討結果
を参考として発注時の資料に盛り込みました。

図２　上屋の原位置と移設先
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　また、上屋は再整備で新設する施設の工事
着手に先行して移設する必要があるため、設
計施工一括方式のメリットを生かし、先行し
て移設工事の設計を行いました。令和４年４
月に契約を締結し11月には設計を完了、同月
から工事に着手するなど、短期間で円滑に計
画を進め、工事を完了することができました

（写真４）。

４　１号配水池坑門
　浄水場には上述した上屋以外にも、浄水場
創設時から残る「１号配水池」と呼ばれる水
道施設があります。文化財の指定及び登録は
されていませんが、歴史的に価値のある構造
物です。こちらは施設の新設に伴い解体しま
すが、配水池の一部である坑門は上屋と同様
に「旧水道記念館の敷地」に移設して保存し
ました（写真５・６）。この坑門は煉瓦造の
モルタル塗り仕上げで、配水池を監視するた
めの管廊に通ずる出入口に設けられました。
外観は上屋と異なり、ドイツのユーゲント・
シュティール様式です。
　移設にあたっては、坑門を鉄骨架台で固定
し、配水池からワイヤーソーで切断、さらに、
ワイヤーソーで３つの部材に切断し、上屋と
同様多軸台車に載せて運搬しました。移設先
では鉄筋コンクリートの基礎と壁を築造し、
切断した部材にPC鋼棒を挿入して圧着させ

ました。
　また、１号配水池は解体しますが、解体時
には記録調査を行い、3Dスキャンによる形
状データの取得や、貴重な形状の鉄筋などの
部材の保存を併せて行う予定です。

５　おわりに
　本工事は、再整備と文化財保護の両立を図
るため、歴史的価値に配慮した保存方針や移
設工事における多軸台車の採用など、様々な
工夫により課題の解決にあたりました。西谷
浄水場の歴史的建造物は、130年以上の歴史
を持つ横浜水道を象徴する遺産として価値の
高いものです。先人たちから受け継がれてき
た技術や想いを継承していくためにも、今後
を見守る存在として残されていくことを願っ
ています。

写真４　移設後の上屋

写真５　１号配水池坑門（移設前）

写真６　１号配水池坑門（移設後）
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情報ファイル 2

水団連　第159号 情報ファイル②　

国内初の全国的な肥料利用に向けて 
砂町水再生センターのりん回収・肥料化施設稼働

東京都下水道局計画調整部
エネルギー・温暖化対策推進担当課長　池田　亘宏

１　取組までの経緯
～はじめに～
　良好な水環境を創出するため、東京湾の赤
潮発生要因の一つとされる下水処理水に含ま
れるりんの一層の削減が必要である。東京都
下水道局は「東京都下水道事業経営計画
2021」に基づき、処理水質の向上を図るため、
りんを除去する施設の導入に向けて検討して
きた。
　令和４年９月、政府は下水汚泥等の未利用
資源の利用拡大により肥料の国産化・安定供
給を図ることに言及し、農林水産省及び国土
交通省のほか、関係機関が連携して下水汚泥
資源の肥料利用の拡大に向けた推進策を検討
した。さらに、令和４年12月27日に策定され
た「食料安全保障強化政策大綱」では、2030
年までに、下水汚泥資源・堆肥の肥料使用量
を倍増し、肥料の使用量（リンベース）に占
める国内資源の利用割合を40％まで拡大する
目標が設定された。このような背景を踏まえ、
令和５年３月、国土交通省は、発生汚泥等の
処理においては肥料としての利用を最優先
し、最大限の利用を行うこととする、基本的
な考え方を示した。

～肥料化における課題～
　下水汚泥資源を肥料利用する方法として
は、コンポスト化のほかにりん回収があるが、

りん回収はコストが高いことが大きな課題と
なり、広く導入されるには至っていない。よ
り導入を進めていくためには、りん回収施設
のコンパクト化等による建設費の削減や、施
設の運転管理の効率化等による維持管理費の
削減が求められている。さらに、農業関係者
には下水汚泥に対する忌避感などもあること
から、下水汚泥資源を活用した肥料への理解
醸成や流通経路の確保も重要である。

２　取組内容
～りん回収・肥料化施設での実証～
　当局では、りんを除去する施設の導入をス
ピードアップするため、国土交通省の事業で
ある下水道革新的技術実証事業（B-DASHプ
ロジェクト）を活用し、下水汚泥中のりんを
効率的に回収し、肥料利用する技術の実用化
に向けて、民間企業と共同して取り組むこと
とした。
　令和６年１月末に、砂町水再生センター内
の東部スラッジプラントにおいて、りん回収・
肥料化施設（生産能力：年間70トン）が稼働
し、肥料原料となるりん回収物の生産を開始
した。本施設において、りん回収物の安全性
や品質の確保、コスト低減を図る下水汚泥の
肥料利用を促進する技術の実証を行ってい
る。（図１、２）



19

国内初の全国的な肥料利用に向けて　砂町水再生センターのりん回収・肥料化施設稼働

～ＪＡ全農との連携～
　下水汚泥資源を活用した肥料への理解醸成
や流通経路の確保などの課題に対応するため、
令和５年12月15日に全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）と「東京都産下水再生りんの広域
での肥料利用に向けた連携協定」を締結した。
　都は全国の下水処理量の約１割を占め、り
んを含有する多量の下水汚泥が発生してお
り、ＪＡ全農は肥料製品の広域的な流通を
担っている。両者が連携し、全国初となる全
国展開を視野に入れた広域的な下水再生りん
の利用に向けて取り組んでいく。具体的には、

農家のニーズにあった肥料の開発や試験栽培
などを実施するとともに、イベントでの配布
など、農業に携わる方々に下水再生りんへの
理解を深めていただく取組も進める。こうし
た先駆的な取組により、全国で下水再生りん
を活用した肥料の利用を促し、肥料の国産化
と安定供給に繋げていく。（図３）

３　今後の展望
　令和６年夏頃を目途に、下水再生りんを原
料とした肥料を製品開発する。その後、試験
栽培やイベントでの肥料配布等を通じて農業
関係者の理解醸成に取り組み、肥料の広域利
用を実現していく。

図１　りん回収・肥料化施設の概要

図２　りん回収・肥料化施設の外観

図３　JA全農との協定締結式の様子
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福井市

越前市
大野市

勝
山
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鯖江市

永平寺町

あわら市

坂井市

池田町

南越前町

越前町

吉田郡

今立郡

丹生郡

南条郡

福井市水道記念館
（旧足羽揚水ポンプ場）

を支えた施設を訪ねて 92水

写真−１ 水道記念館

福井県福井市

水団連　第159号 シリーズ　水を支えた施設を訪ねて

はじめに
　福井市は、古くから一部の地域を除いて飲
用に適する井戸が少なく、藩政時代から水道
布設までの約300年間、藩祖結城秀康が開設
したといわれる芝原用水の水を飲料水として
利用してきました。また古来、フェーン現象
が生じやすい地域のため火災が多く、江戸時
代から度々大火に見舞われてきました。
　このような状況の下、1918年（大正７年）に、
市は将来の発展を図るため、上水道施設の整
備を企画しました。水道創設に関する調査と
準備を進め、1921年（大正10年）10月に事業

に着手、1924年（大正13年）９月には給水を
開始し、本市の水道は始まりました。当時の
計画給水人口は10万人、一日最大給水量は
１万4,600㎥でした。

戦災・震災からの復興
　本市の水道事業は創業から順調に拡張して
きましたが、1945年（昭和20年）７月には米
空軍の大空襲によって市街地の95％が焼失
し、水道施設も漏水率が70％に達するなど多
大な被害を受けました。戦災復旧事業の認可
を受けその復旧に努めましたが、約60％の復
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旧を終えた1948年（昭和23年）６月28日、今
度は大震災が福井地方で発生しました。水源
地や配水池、本支管などの水道施設は再び壊
滅的な打撃を受け、給水機能は一瞬にしてマ
ヒ状態に陥りました。
　これに対し市は、国や中部・近畿の各都市
から応援を受け、応急復旧を行うとともに、
震災復旧事業の認可を受け、1948年（昭和23
年）から施設の完全復旧を目指しました。そ
して、資材の高騰、労力不足などの悪条件を
克服し、1949年（昭和24年）末には、全需要
家に対する各戸給水を完了しました。

水道記念館
　旧足羽揚水ポンプ場は、1924年（大正13年）
の水道創設時頃に建設されたもので、一本木
浄水場から足羽山公園北東部にある足羽山配
水池へ水道水を送るための中継施設として設
置されました。当時は水源が一本木地区にし
かなかったため、同施設は重要な役割を果た
していました。
　その後、1991年（平成３年）に直接浄水場
から配水池へ水を送るシステムが導入され、
旧足羽揚水ポンプ場は稼働から67年でその役
割を終えました。しかし、同施設は戦災、震
災を経て現存する数少ない歴史的建造物であ
り、市民からの要望もあったことから、2004
年（平成16年）に「福井市水道記念館」とし
て生まれ変わり、2011年（平成23年）には、
国の登録有形文化財に登録されています。
　現在は、福井市の近代化を語る数少ない貴
重な建物としてだけでなく、水道の歴史や仕
組みを学べる場所となり、本市小学校の社会
科学習の場として活用され、多くの児童の皆
さまにお越しいただいています。

本市水道事業のこれから
　本市の水道事業は、1924年（大正13年）に
給水を開始し、2024年（令和６年）に100周
年を迎えます。しかし、水道事業を取り巻く
環境は、収益が減少する中、老朽化する管路
や施設の更新・耐震化需要の増大で、これま
で以上に厳しさが増しています。これからの
100年も安全で安心な水道水を市民の皆さま
に届けていくため、本市水道事業は健全な財
政運営に努め、経営基盤の強化に取り組んで
いきます。

写真ー２ 水道創設当時の足羽揚水ポンプ場

写真ー３ 記念館ポンプ
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水団連　第159号 ビバ！マイカンパニー

アズビル金門株式会社　
営業本部水機器営業部　田村　清二

ビバ
！

マイカンパニー
第29回
「アズビル金門の
今とこれから」

はじめに
　私たちアズビル金門は、120年を超える歴史
において、水道・ガスの計量器メーカーとし
て製品やサービスをより付加価値のあるもの
へと進化させながら、安定的に供給すること
でライフラインを支えてまいりました。本稿で
は、スマート社会の実現に対するニーズが日々
高まるなか、カーボンニュートラルをはじめと
する環境への配慮や、日々の暮らしにおける
安全・安心・快適さなどへの貢献を目指して
いる私たちについて紹介させていただきます。

本業を通じた地球環境への貢献
～脱炭素社会の実現に向けた取り組み～
　地球温暖化対策において、二酸化炭素（CO2）
を含む温室効果ガス（GHG）の排出量削減は重
要な課題です。azbilグループにおいても2050年
に「排出量実質ゼロ」を目指す「2050年 温室
効果ガス排出削減長期ビジョン」を掲げ、脱炭
素社会の実現に向けた取り組みを強化するとと
もに、azbilグループ各社の事業活動および提供
する製品・サービスを通じて、地球環境への貢
献に努め、GHGの積極的な削減に取り組んでい
ます。
　私たちアズビル金門グループでは、水道メー
ターのケースを製造しているアズビル金門原町

をはじめ、アズビル金門エナジープロダクツな
どで、電力の再生可能エネルギーへの転換や
電気自動車の導入、水道メーターケースの材
料のリサイクルや製品ごとのCO2排出量の管理
など、環境貢献に向けた様々な取り組みを行っ
ています。私たちは、これからも継続して環境
に配慮した製品開発とサービスの提供を行うこ
とで、地球環境の保全に貢献してまいります。

地域社会と連携した 
生物多様性への取り組み
～�南会津町での「ひめさゆり」保護活動～
　私たちは自然共生社会の実現に向けた取り
組みの一環として、地域の特性を活かし、ま
た国内外の関連組織と協力して自然環境の保
護活動を実施しています。

第三者所有形式による太陽光発電を導入したアズビル
金門エナジープロダクツ和歌山工場

アズビル金門原町で導
入した災害時に緊急電
源としても利用できる
電気自動車
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第29回「アズビル金門の今とこれから」

　私たちが定期的に活動を行っている福島県
南会津町は、生産拠点がある白河市、本宮市、
南相馬市を擁する福島県の南西部に位置し、
同町とazbilグループとして2011年７月から
環境保全活動のための協定を結んでいます。
同町は、環境省が公表するレッドリストで準
絶滅危惧種に指定されている「ひめさゆり」
の群生地として知られており、2018年10月に
は、azbilグループの社員とその家族が南郷
スキー場で地元専門家指導のもと、下草刈り
やひめさゆりの種まきを行いました。ひめさ
ゆりは花が咲くまでに６年以上かかると言わ
れていますが、すでに種をまいた場所での開
花が確認できており、準絶滅危惧種の保全に
貢献しています。

本社および東京支社を西新宿に移転
　昨年５月、私たちはオフィスを西新宿に移
転しました。新しいオフィスは、社内連携と
コミュニケーションの向上をはかるため、執
務エリアをフリーアドレス制にし、社員同士
のコミュニケーションが活発になるよう配慮
しています。また、異なる環境での仕事や人
との交流は、新しいアイデアを生み出す刺激
になることが期待されます。
　さらに、お客様対応のための応接室、社内
利用を目的とした会議室、機密性が求められ
る場合に使用する１人用のウェブ会議ボック
ス、そして電話や会話が禁止された集中作業
エリアなど、仕事の内容に応じて選べる様々

な種類の作業スペースを提供しています。こ
れ に よ り 私 た ち はABW（Activity Based 
Working）、社員がその時々のニーズに合わ
せて自由に働く場所を選ぶことができるワー
クスタイルの実現を目指します。
　加えて、開放感あふれるカフェテリア風の
休憩エリアを設けました。休憩エリアではカ
ジュアルで快適なソファ席、交流を促すハイ
カウンター席、そして新宿の高層ビル群を一
望できる窓際の席など、社員が日々の業務か
ら一息つき、リフレッシュできるよう様々な
座席のオプションを提供しています。

おわりに
～これからのアズビル金門～
　アズビル金門はスマートメーター事業の推
進と、メーターで取得したデータを活用する
サービス型事業を組み合わせたSMaaS（Smart 
Metering as a Service）事業に力を入れてい
きます。また、エネルギーの効率的利用、水
資源の保全、安全で安心できる社会の実現、
生活品質の向上、お客様の事業効率の向上な
ど、社会に新たな価値を提供し、デジタルト
ランスフォーメーション（DX）を推進してい
きます。さらに、カーボンニュートラルの実現
に向けて、様々なプレーヤーとの協業を深め、
環境負荷の低減を含む持続可能な社会構築に
向けた取り組みを加速していきます。これか
らも私たちは、革新的な技術とソリューショ
ンを提供することで、皆様の期待に応える企
業であり続けることを目指してまいります。

種まきの様子

フリーアドレス制の執務エリア

ひめさゆり

カフェスタイルスペース
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水団連　第159号

家康の天下普請……全国の大名を江戸
の城と市街の建設に動員

　天正18（1590）年に豊臣秀吉の命で江
戸入りした徳川家康は、慶長５（1600）年、
関ヶ原の合戦に勝利して実質的な天下人に
なった。慶長８年には征夷大将軍となり、江
戸に幕府を開いた。慶長10年には徳川秀忠
に征夷大将軍の座を譲り、将軍が徳川の世襲
であることを天下に示すとともに、家康本人
は大御所となって実権を握り続けた。
　それ以降、江戸や幕府直轄地の城郭建築や
市街地開発に諸大名を動員するようになっ
た。これが「天下普請」で、必要な資金・資
材・人員の一切を大名の石高に応じて供出さ
せて工事・役務を行わせた。なお、天下普請
は織田信長や秀吉の時代からみられるように
なっていた。
　慶長９（1604）年６月から、万治３（1660）
年に神田川（JR御茶ノ水駅付近）の水運を
開くまでの約60年間、家康入府の天正18
（1590）年から数えれば70年間にわたって
江戸では天下普請などによる大規模工事が断
続的に続いた。

　徳川家康が天下を獲ると、江戸城築城や江戸の市街整備のための土木工事（天下普請）
を諸大名に課すようになった。断続的に江戸で続いた天下普請は全国の経済を刺激し続
けるとともに、江戸では工事のための港湾も整備された。そして江戸は、全国からヒト・
モノ・カネ・情報が集まる都市として、さらに発展していった。

江戸にヒト・モノ・カネが集まる構造

　大規模な土木工事が相次いだため、江戸で
は工事関係とともに関連の消費が旺盛となり、
全国からヒト・モノ・カネが集まる構造が造ら
れていった。なかでも全国規模の水運や物流
のシステムのほか貨幣経済も急速に発達した。
　当時唯一の大量輸送手段であった水運の場
合では、慶長９年８月、江戸城増築工事の準
備として石船３千艘の建造と石材輸送が、島
津忠恒、黒田長政などの西国大名31家に命じ
られた。石船とは伊豆半島の東海岸で伐り出
した石材を江戸湊まで回漕する石材運搬船で、
後に菱垣廻船に発展する。こうした外航船は
大名の持ち船、民営船の傭い上げとさまざま
だったほか、運賃や資材価格は天候や工事の
進捗度といった市場メカニズムで決まっていた。
　天下普請は経済を刺激したが、それをソフ
ト面で支えたのが統一通貨の発行であった。
天下統一により通貨発行権を握った家康は、
幕府を開く２年前の慶長６（1601）年の段
階で、それまで国内各地で流通していた貨幣
を廃して新たに「徳川の通貨」を制定、全国
に流通させた。銭は従前どおり宋銭・明銭な

江戸・東京水物語
第５回

東京都水道局　北部支所長　鈴木　浩三

江戸の発展と全国経済……
多極型国土の成立
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第５回　江戸の発展と全国経済……多極型国土の成立

どが使われていた。この時、初めて定額計数
貨幣の金貨（慶長大判・慶長小判など）を鋳
造した。銀貨（丁銀、豆板銀）は天秤で計量
する秤

しょう

量
りょう

貨幣であった。
　家康の定めた貨幣制度の特徴は、金・銀・
銭の三種類の貨幣がそれぞれ対等な本位貨幣
として通用する「三貨制」だった点である。
銭は全国的に通用したが、東の金遣い・西の
銀遣いというように、金・銀それぞれが本位
貨幣として流通する地域が分かれていた。使
う者の身分や、購入する品物によっても金・
銀・銭が異なっていた。
　そのため西国大名の場合、領国や大坂・京
都などで調達した銀で、金や銭を買って（両
替して）江戸で工事代金を支払った。江戸や
関東一円から集められた建設労働者たちは、
銭を貰って喜んだという記録も残っている。
天下普請を契機に貨幣経済が急速に浸透し、
それ以後の経済発展の基礎が造られた。

江戸舟入堀と八丁堀舟入……船舶給水も

　慶長19（1614）年３月にも大規模な天
下普請が起工された。本丸・西

にしの

丸
まる

・西丸下の
石垣工事と、江戸前島の江戸城外郭への取り

込みなどである。しかし、大坂冬の陣ととも
に工事は中止になり、普請を命ぜられた西国
大名はそのまま参陣した。
　この普請の準備として、慶長17年、海路
で輸送される資材を荷受けする施設が造られ
た。舟入堀（江戸舟入堀）と八丁堀舟入であ
る（図１）（図２）。舟入堀は江戸前島の東岸
を櫛型に掘って、船が入港できるようにした
ものである。メインストリートの通

とおり

町
ちょう

筋
すじ

とも
近く、江戸の経済機能の中心部であった日本
橋にも隣接していた。楓

かえで

川（戦後、埋め立て
られて現在は首都高速都心環状線）に面した
日本橋から京橋付近にかけて９本が掘られた。
　八丁堀舟入は舟入堀に外航船を導く水路で
あり、かつ、城や市街の中心部を洋式帆船な
どの砲撃から守る施設でもあった。大航海時
代の当時、戦艦大和のような回転する砲塔は
なく、外航船の大砲は舷

げん

側
そく

を向いていたので、
城や市街に向かう水路に誘導すれば安全だっ
た。これと同じ構造の施設がバタヴィアにも
あった（図３）。日比谷入江の埋め立てには、
江戸城外郭の造成に加えて、江戸城直下に外
航船を物理的に入港させない効果もあった。
　舟入堀には外航船の寄港を確保するための
船舶給水の設備も備わっていた。貞享期

図１　第２次天下普請と江戸舟入堀、八丁堀舟入
（図１、２ともに鈴木浩三〔2016〕、５万分の１地形図及び鈴木理生
〔2000〕より作成）

図２　（参考）第１次天下普請と日比谷入江の埋め立て
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幕府直轄都市の機能分担……
江戸・大坂・京都・長崎

　元和５（1619）年、大坂と江戸を定期的
に結ぶ民営の菱垣廻船が成立した。また、寛
文年間（1661～73年）には東廻り廻船組織
が開かれた。津軽海峡から三陸沖や銚子を通
り、伊豆で風待ちをしてから江戸湾に入る航
路で、いずれも運賃収入による経営となって
いた。これらが、以前から買

かい

積
づみ

船
せん

（仕入れた
商品を別の場所で販売して差益を得る）とし
て発展してきた北前船や瀬戸内航路などに加
わり、日本列島を一周する定期航路が成立した。
　江戸で集中した天下普請は、こうした海運
網や通貨制度の発達を促すとともに、江戸を
全国からヒト・モノ・カネが集まる消費都市と
して発展させた。一方、大坂は全国から集荷
した物資を江戸に送り出す集散市場として機
能した。京都は当時の先端的な手工業品やモー
ドを牽引し、京都や大坂などの“上方”からの
“下りもの”は江戸では有難がられた。長崎は
オランダや明・清との貿易都市として栄えた。
　こうして江戸、大坂、京都の三都と長崎と
いう幕府直轄都市の機能分担による多極型の
国土が形成され、地域差が価値を生む世の中
が造られていった（図５）。

参考文献
鈴木浩三『江戸の都市力』ちくま新書，2016年.
鈴木理生『江戸はこうして造られた』ちくま学芸文庫，2000年.

（1684 ～ 88年）に成立した『神田上水大
絵図』（図４）には、音羽町（現・中央区日
本橋一丁目）と小松町（同二丁目）に面する
舟入堀の水面に、神田上水の末端の樋

ひ

線
せん

（現
代の配水管に相当）が描かれている。貞享期
には江戸城の天下普請は終息し、不要になっ
た舟入堀の埋め立ても進んでいたが、その一
部や付属する給水設備はまだ残っていた。
　これらの水路と港湾施設は、一連の天下普
請が終了した後、全国から物資を集めて発展
していく江戸の基礎的なインフラとなった。
江戸舟入堀と八丁堀舟入をはじめとする江戸
の港湾施設は、全国から送られる物資の消費
で成り立っていた江戸の繁栄を支え続けた。

図３　海に突き出したバタヴィアの“八丁堀舟入”（部分）
出所：モンタヌス『日本遣使紀行』アムステルダム版（1669）、
千代田区立日比谷図書文化館内田嘉吉文庫所蔵

図４　『神田上水大絵図』（部分）（舟入堀の中まで伸びた樋線）
出所：『神田上水大絵図　水上　貞享之頃』東京都公文書館蔵に加筆
※斜線は水面。

図５　三都＋長崎（幕府直轄都市）の機能分担
出所：鈴木浩三（2016），p.143． 

日本橋 

江戸橋 

一石橋 

小松町 

音羽町 
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キラリと光る！ 躍動する水団連会員

各地で活躍される水団連会員２社にスポットライトをあて、歴史、沿革、企業理念、
主要な製品・技術などを紹介します。

シリーズシリーズ

キラリキラリとと光光るる！ 躍動する水団連会員！ 躍動する水団連会員

株式会社ティーム株式会社ティーム
＝岡山県岡山市＝＝岡山県岡山市＝

○�アイディア・課題は現場から
　株式会社ティームは岡山市水道局職員で
あった髙畠和成社長が昭和62年に設立した、
水道用中間軸及びバルブキー（回栓キー）な
どを中心に製造・販売している会社である。
また、髙畠社長は、水道局に奉職していた約
20年間で培ったアイディアを創業後に多くの
製品開発に結び付けている。現在、主力製品
の中間軸は地震などの災害時でも仕切弁の開
閉作業が可能となるため、危機管理の観点か
ら多くの水道事業体で採用されている。
　さらに、同社は設立40周年を前に、７月頃
最終製品の出荷工場を岡山市福吉町に移転す
る予定であり、移転先の敷地内にはミュー
ジックカフェを併設し、地域のコミュニケー

ションの場とする
という。
　今回は株式会社
ティームの髙畠社
長を当連合会の宮
﨑専務理事が訪問
しお話を伺った。

○�水を「止める」水を「守る」
　自らも中間軸の開拓を行ってきた髙畠社長
は、災害時に水道局も地域の住民も「水」で
困ることが無いよう、全国に中間軸をもっと

普及させたいという強い思いを持っている。
これまで被災地では、液状化現象などでボッ
クス内に土砂が流入し、バルブキーによる弁
の開閉ができなくなったことで、水道水の流
出を防げないことがあったという。「水道事
業者の使命は「水を送り続ける」ことである
ため、「水を止める」ことにはなかなか意識
が向きませんが、緊急時には「水を止める」
ことこそが「水を守る」ことになります。阪
神・淡路大震災の時などに、中間軸を設置で
きていれば、流入した土砂を少し取り除くこ
とでバルブキーが挿せ、仕切弁の開閉作業が
できたため水道管や配水池の水を守れ、消火
活動への利用や断水被害の軽減につながった
のではないかと今でも思います。」と当時を
振り返った。

○�創意、誠意、チャレンジ
　企業理念としては創意、誠意、チャレンジ
を掲げており、その理念のもと様々な関連工
具類を扱っている。「バルブキーは現在運搬

「防災や危機管
理には中間軸
が活躍します」
と髙畠社長

第 17 回

髙畠社長
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株式会社ティーム
株式会社清水鐵工所

株式会社清水鐵工所
＝滋賀県彦根市＝

◇�ルーツは彦根仏壇の工部七職にあり
　びわ湖と鈴鹿山系に囲まれ、豊かな自然に
恵まれた彦根市。江戸時代に彦根藩35万石の
城下町として栄え、武具や武器の製造に携

わっていた職人が平和産業として仏壇製造に
転向し、地場産業である彦根仏壇が確立され
た。この工部七職と呼ばれたそれぞれの工程
の職人たちが明治20年頃に信州の縫製工場の
蒸気カランなどの修繕を請け負ったことが、
現在もなおこの地で盛んにバルブの生産が行
われている起源ともいわれている。今回は株
式会社清水鐵工所の清水智弘社長を当連合会
の宮﨑専務理事が訪問した。

◇�「最大」よりも「最良」の企業を目指して
　清水鐵工所は昭和15年に清水社長の祖父で
ある清水三郎氏が創業した。当時はプラント
用油圧バルブや船舶用バルブへの展開の道も

が楽な分離型が主流です。また当社ではアル
ミ合金製の、超軽量で500Nまで耐えられる
バルブキーも開発しています。しかし、いま
だにＴ型で10kg近くの重量があるバルブ
キーを採用している都市もあります。」地震
災害などの際には長期間・広範囲にわたる普
及作業となるため、機動力と現場作業の負担
軽減が最も重要になるという。
　さらに、ICT関連の製品開発を20年ほど前
から協力会社とともに行い、情報タグ付測深継
足棒（D.I.S）を共同開発した。バッテリー不
要で、送受信機を当てるだけで設置時期や操
作日時など様々なバルブの蓄積情報を、10万
回以上現場で読み取り、変更することができる
製品だ。「規格の統一とバルブキーの縮小など
自然災害時における危機管理面で高い評価を

受け特許も出願しましたが、なかなか市場は動
きませんでした。」と髙畠社長は当時を振り返
る。「水道のこの分野の開発はチャレンジしつ
くした感じがします。これからはこれらの商品
の営業を中心とした企業展開を行うため、人員
の補充は常に行い、水道展など展示会での営
業活動も再開していきます。」と髙畠社長は今
後の展開に意欲を見せ締めくくられた。

第 18 回

髙畠社長（右）と宮﨑専務理事（左）

本社工場前で清水智弘社長（左）と宮﨑専務理事
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キラリと光る！ 躍動する水団連会員

あったが、戦後の
高度経済成長期に
向かう国内の情勢
や、公共事業投資
による水道普及率
の向上を鑑み、水
道用バルブに将来

性を見出した。同社は水道用バルブ専門業者
として操業を開始、以後水道業界に集中して
事業を展開していったという。「当時他社と
の差別化を図るため、大口径バルブの製作設
備に投資したことにより、一点物の製品を受
注生産できるようになったことが当社の大き
なターニングポイントであったと思います。」
と清水社長は言う。
　その後、拡張事業の終了や水道施設のダウ
ンサイジング、直接契約の減少などの業界の
流れを受け、現在では保守メンテナンス事業
などにも力を入れている。「バルブの製造か
ら据え付けはもちろん、日常的な保守メンテ
サービスや耐用年数間近のバルブのオーバー
ホールなど、当社の技術力を活かしお客様の
ニーズにお応えしていくことが今後求められ
ていくと考えています。」

◇�水道インフラを支えるものづくり
　従来のバルブの製造、改良はもとより、特
筆すべきは頻発する地震災害や事故を教訓
に、平成20年頃からウエイトの自重降下を利
用したウエイト式や、アクチュエータの力を
利用したスプリング内蔵アクチュエータ式な
どの完全無電源緊急遮断弁を開発したことで
ある。このバルブは、地震や管路事故の発生
時に、無電源で地震や過流速などの異常を検
知し、確実に緊急遮断することで、震災時に

おける配水池貯留水の流出防止に機能を発揮
するというもの。「やはり開発には人とのつ
ながりが大きく影響していて、開発は当時の
営業が事業体担当者との間で完全無電源緊急
遮断弁の話をしたことが発端です。そこから
より付加価値の高いものに仕上げていくとい
う技術力がわが社の製品開発・改良の根底を
支えています。」と清水社長は語り、現在も
既存製品に省スペース化や自動復帰などさら
なる改良を重ね、現場のニーズに合った製品
の開発を進めることで、暮らしの水道を守り
続けて行くという。

◇�バルブの次のステージへ
　同社は常に技術力と営業力のレベルアップ
に取り組んでいる。もともと同社の営業スタ
イルは地域密着型で、お客様に社員が育てら
れ、鍛えられてきたという。時代の変遷とと
もにこの営業スタイルは変わってきたものの
「お客様に頼られることはありがたい事です。
その上で地域に密着した活動を行っている社
員が自ら考え、率先して仕事に取り組めるこ
とも当社の強みであると考えています。」と
清水社長は現状を分析した上で、社員のあら
ゆる資格取得に対し、会社としてバックアッ
プを行い、社員のモチベーションを向上させ
る施策に継続して取り組んで行くとともに、
さらに知識を高めた社員から生み出される新

たな発想に期待
を寄せ、話を締
めくくられた。

清水智弘社長

今後の展望を語る清水社長
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2024年度「ミス日本『水の天使』」に 
安井南さん

　2024年度ミス日本グランプリ決定コンテストは
令和６年１月22日、東京・新宿の京王プラザホテ
ルで開催され、ミス日本グランプリ、ミス日本「水
の天使」、ミス日本「みどりの大使」、ミス日本「海
の日」、ミス日本「ミス着物」、準ミス日本が選ば
れました。
　水団連からは、審査員として、鈴木仁副会長（大
成機工株式会社）が審査に参加しました。なお、
水に関係が深いミス日本「水の天使」には神奈川
県出身で日本大学生物資源科学部２年の安井南さ
ん（やすい・みなみ 19歳）が選ばれ、安井さん
の特技が古武道／空手／剣道ということで、史上
最強の「水の天使」とも言われています。

自由民主党水道事業促進議員連盟 
第22回総会に出席

　２月21日、自由民主党水道事業促進議員連盟の
第22回総会が衆議院第１議員会館で開催され、当
連合会からは鈴木副会長、村上副会長及び宮﨑専
務理事が出席し、令和７年度予算への要望を行う
とともに、令和６年能登半島地震における水団連
会員の支援活動について説明を行いました。
　要望内容は、①防災・減災、国土強靱化、②水
道基盤の強化のための技術及び財政支援の強化

（ウォーターＰＰＰの推進等）、③ＤＸ化・ＧＸ化・
新技術活用の推進、④社会問題に起因する物価高
騰対策、水道産業界の人材確保。

正副会長による要望活動を実施

　３月８日、正副会長・専務理事等による要望団
を編成し、厚生労働省、環境省、国土交通省、総
務省、経済産業省並びに財務省に対して、それぞ
れ令和７年度の上下水道並びに工業用水道の各事
業量の確保等に向けた要望活動を行いました。
　厚生労働省では、大坪健康・生活衛生局長、名
倉水道課長へ、環境省では、土居水・大気環境局
長、筒井環境管理課長へ、総務省では末永公営企
業課長へ、国土交通省では、松原下水道部長、伊
藤下水道企画課長へ、経済産業省では、吉田地域
経済産業政策統括調整官へ、要望書の提出、説明
を行いました。

会議開催状況

第69回企画委員会　6.2.13
　１． 令和６年度事業計画（案）
　２． 令和７年度政府予算について　水道産業界

の要望（案）
　３． 報告事項

第81回予算委員会　6.2.20
　令和６年度予算（案）について

第163回機関誌編集小委員会　6.2.29
　春季号（159号）編集方針

第176回理事会　6.3.8
　１． 令和６年度事業計画（案）
　２． 令和６年度予算（案）

■ 水 ■ 団 ■ 連 ■ だ ■ よ ■ り ■
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第175回広報宣伝委員会　6.3.11
　神戸水道展について
　
第15回技術情報委員会　6.3.13
　１． 講演会・研修会等の実施状況と今後の計画

について
　２． 「官民連携」について
　３． 水団連のホームページについて
　
第93回海外委員会　6.3.15
　１． 国際標準化専門委員会ISO/TC224の活動

状況について
　２． 第９回IWA（国際水協会）ASPIRE（アジ

ア太平洋地域）会議・展示会報告
　
第85回団体連絡会議　6.3.19
　１． 令和６年度事業計画
　２． 令和６年度予算
　３． 2024神戸水道展出展募集の案内について

会員の現在数（令和６年４月１日現在）

　団体会員 35
　会社会員 214 
　合　　計 249

新規入会会員（令和６年４月１日）

株式会社　東洋技研
　所 在 地　　愛知県名古屋市瑞穂区下坂町3-50-8
　代 表 者　　 代表取締役　坪井　俊尚 氏
　ホームページ　　https://toyogiken.blue/
　業務内容　　 ポリエチレン粉体鋼管・ステンレ

ス管製造販売、水管橋工事

株式会社　天地人
　所 在 地　　 東京都中央区日本橋4-1　 

日本橋１丁目三井ビルディング
　代 表 者　　 代表取締役　櫻庭　康人 氏
　ホームページ　　https://tenchijin.co.jp
　業務内容　　 宇宙の衛星データを活用した事業

開発、衛星画像解析、ビッグデー
タ解析等

株式会社　ミナミサワ
　所 在 地　　長野県長野市中越1-2-22
　代 表 者　　 代表取締役　南澤　俊文 氏
　ホームページ　　https://minamisawa.co.jp/
　業務内容　　 トイレ、洗面台等の自動水栓機器

株式会社　インフラプラス
　所 在 地　　兵庫県姫路市阿保甲878番地
　代 表 者　　 代表取締役社長グループCEO　

中島　誠一郎 氏
　ホームページ　　https://www.infraplus.co.jp/
　業務内容　　 上下水道の資材販売及び工事、水

道料金計算等のシステム開発、水
道メーター及び計量機器の製造販
売

退　会　２社
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水団連　第159号

編 集 後 記

機関誌  水　団　連

　令和６年能登半島地震より約４カ月が経過し

た現在も、多くの方々が避難生活を送られてい

ます。被災地の一日も早い復興を心よりお祈り

申し上げますと共に、引き続き会員各社・団体

の皆様には、本格化する本復旧・復興への、ご

支援とご協力を引き続き賜りますようお願い申

し上げます。

　関連して今号の「巻頭言」では、公益社団法

人日本水道協会の青木秀幸理事長より、被災地

や上下水道業界へのエールを頂くと同時に、「ト

ピックス①」では令和６年能登半島地震報告と

して日本水道協会が収集した被災地の被害状況

や支援体制についてご寄稿頂いております。厳

しい状況の中、被災地を支えるためにご尽力頂

いた貴協会の皆様にはこの場をお借りして厚く

御礼申し上げます。

　また「トピックス②」では４月１日より新体

制がスタートした国土交通省に、水道行政移管

による新組織体制についてご執筆頂いておりま

す。「上下水道審議官グループ」として３課１

官体制になる事で、頻発する災害への対応や施

設の老朽化対策といった、上下水道共通の課題

に対しより効率的・一体的な取組の促進が図ら

れる事を期待しております。

　「情報ファイル」では横浜市水道局より「西

谷浄水場の再整備における歴史的建造物の保

存」、また東京都下水道局より「国内初の全国

的な肥料利用に向けて　砂町水再生センターの

りん回収・肥料化施設稼働」についてご紹介頂

いております。何れも先駆的かつ持続的な取組

となっておりますためご一読頂けますと幸いで

す。

　水道行政が歴史的な転換点を迎えた今年度、

本連合会と致しましてはこれまで以上に会員各

位の活動、そして上下水道業界の持続・発展に

貢献できるよう、心機一転取り組んでまいりま

す。

� （専務理事　宮﨑　正信）
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株式会社 コスモプロダクト
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SDF工法口径600mmまで施工が可能になりました！
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東京都千代田区岩本町2丁目6番9号
佐藤産業ビル4階 〒101-0032

5285）30（.LET ー 5285）30（.XAF 5549 ー9456

補強体
（ガラスマット：配向性ガラス繊維）

円筒補強織物
（ポリエステル繊維）

既設管
硬化性樹脂

ベースホース
（円筒補強織物：ポリエステル繊維）

ベースホース
（被覆材：オレフィン系樹脂）

パルくん

テムちゃん

http://www.paltem.jp/

上水道管路の耐震化と
更新を一度に！

パイプの中で

パルテムHL工法

「パイプ」を形成

残存強度の期待が出来ない既設管路に適用
1

2

3

4

5

これで地震も
大丈夫だね♡

一体構造管路の考え
に基づき耐震設計が
可能なんだって！

長期耐久性材料による既設管路の
更生管の強度特性、変位特性による
ロングスパン標準施工延長
省スペース立坑2箇所で　　　　　　 　が可能
もちろん、赤水、漏水の防止にも

更新

OK
短時間施工

耐震化
150m150m

特  長

Pipeline Automatic Lining sysTEM
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